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   日野町税条例の一部を改正する条例 

 

日野町税条例(昭和45年日野町条例第24号)の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

 

(寄附金税額控除) 

第34条の7 略 

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第2項(法附則第5条の6第2項の

規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところに

より計算した金額とする。 

3 略 

 

(固定資産税の納税義務者等) 

第54条 略 

2～4 略 

5 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業

(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年

法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用

される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45

条第1項第1号の事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改

良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地

については、法令若しくは規約等の定めるところによって仮換地、

一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土

地(以下この項において「仮換地等」と総称する。)の指定があった

場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第

100条の2(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定によって管理す

る土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項にお

いて「仮使用地」という。)がある場合においては、当該仮換地等又

 

(寄附金税額控除) 

第34条の7 略 

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第2項に定めるところにより計

算した金額とする。 

 

3 略 

 

(固定資産税の納税義務者等) 

第54条 略 

2～4 略 

5 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業

(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年

法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用

される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45

条第1項第1号の事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改

良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業(独立行政法人森林

総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198

号)附則第9条第1項又は第11条第1項の規定により行う旧独立行政法

人緑資源機構法(平成14年法律第130号)第11条第1項第7号イの事業

又は旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イ

の事業を含む。)の施行に係る土地については、法令若しくは規約等

の定めるところによって仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、

若しくは収益することができる土地(以下この項において「仮換地

等」と総称する。)の指定があった場合又は土地区画整理法による土
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は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなっ

た日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある

日までの間は、仮換地等にあっては当該仮換地等に対応する従前の

土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は

登録されている者をもって、仮使用地にあっては土地区画整理法に

よる土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもって、

それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし、

換地処分の公告があった日又は換地計画の認可の公告があった日か

ら換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係

る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取

得した者をもって当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみな

す。 

 

 

 

 

6及び7 略 

 

(特別土地保有税の納税義務者等) 

第131条 略 

2及び3 略 

4 土地区画整理法による土地区画整理事業(密集市街地における防

災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区

画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備

の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業を含む。)又は土地改

良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定める

ところによって仮換地又は一時利用地(以下この項において「仮換

地等」という。)の指定があった場合において、当該仮換地等であ

る土地について使用し、又は収益することができることとなった日

以後においては、当該仮換地等である土地に対応する従前の土地

(以下この項において「従前の土地」という。)の取得又は所有をも

地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(密集市街地における防

災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場

合を含む。)の規定によって管理する土地で当該施行者以外の者が仮

に使用するもの(以下この項において「仮使用地」という。)がある

場合においては、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は

収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日

又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあって

は当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充

課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもって、仮使

用地にあっては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以

外の仮使用地の使用者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使用

地に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があった日又は換

地計画の認可の公告があった日から換地又は保留地を取得した者が

登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日まで

の間は、当該換地又は保留地を取得した者をもって当該換地又は保

留地に係る同項の所有者とみなす。 

6及び7 略 

 

(特別土地保有税の納税義務者等) 

第131条 略 

2及び3 略 

4 土地区画整理法による土地区画整理事業(密集市街地における防

災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区

画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備

の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業を含む。)又は土地改

良法による土地改良事業(独立行政法人森林総合研究所が独立行政

法人森林総合研究所法附則第9条第1項の規定により行う旧独立行

政法人緑資源機構法第11条第1項第7号イの事業を含む。)の施行に

係る土地について法令の定めるところによって仮換地又は一時利

用地(以下この項において「仮換地等」という。)の指定があった場

合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益す
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って当該仮換地等である土地の取得又は所有とみなし、当該従前の

土地の取得者又は所有者を第1項の土地の所有者又は取得者とみな

して、特別土地保有税を課する。 

 

 

5及び6 略 

 

 

    附 則 

 

(寄附金税額控除における特例控除額の特例) 

第7条の4 第34条の7の規定の適用を受ける町民税の所得割の納税義

務者が、法第314条の7第2項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該

当する場合又は第34条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退

職所得金額及び課税山林所得を有しない場合であって、当該納税義

務者の前年中の所得について、附則第16条の3第1項、附則第16条の

4第1項、附則第17条第1項、附則第18条第1項、附則第19条第1項又

は附則第20条の2第1項の規定の適用を受けるときは、第34条の7第2

項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5

条の5第2項(附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用され

る場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。 

ることができることとなった日以後においては、当該仮換地等であ

る土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」

という。)の取得又は所有をもって当該仮換地等である土地の取得

又は所有とみなし、当該従前の土地の取得者又は所有者を第1項の

土地の所有者又は取得者とみなして、特別土地保有税を課する。 

5及び6 略 

 

 

    附 則 

 

(寄附金税額控除における特例控除額の特例) 

第7条の4 第34条の7の規定の適用を受ける町民税の所得割の納税義

務者が、法第314条の7第2項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該

当する場合又は第34条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退

職所得金額及び課税山林所得を有しない場合であって、当該納税義

務者の前年中の所得について、附則第16条の3第1項、附則第16条の

4第1項、附則第17条第1項、附則第18条第1項、附則第19条第1項又

は附則第20条の2第1項の規定の適用を受けるときは、第34条の7第2

項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5

条の5第2項に定めるところにより計算した金額とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。 




